
 （公印省略） 

保感対第 1064 号 

令和８年２月 27日 

各医療機関管理者 様 

福岡市保健所長 田中 雅人 

（保健医療局保健所感染症対策課） 

麻しん（はしか）を念頭に置いた診療について（お願い） 

本市保健医療行政につきましては、特段のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、２月 24 日に東京都内で麻しん患者の発生があり、周囲に感染させる可能性のある期

間に福岡市へ来訪し、不特定多数の方と接触した可能性があることが判明しましたので、お

知らせします。 

積極的に検査を行ってまいりますので、下記のとおり、麻しんを念頭においた診療などに

ご対応とご協力をいただくとともに、特に、麻しん患者との接触が疑われる患者の受診にお

いては、「発熱」「発しん」「カタル症状」のいずれか１つでも症状がある場合は、保健所に

ご相談いただき、発熱等の症状がある方を受診する場合は、その他の方と導線を分けていた

だくようお願いいたします。 

記 

１ 発熱や発しんを呈する患者を診察した際は、麻しんの可能性を念頭に置き、麻しんの罹

患歴及び予防接種歴を確認するなど、麻しんを意識した診療を行うこと。 

特に、麻しん患者との接触者に対しては、積極的に行政検査を検討すること。 

２ 麻しんを疑った場合には、特定感染症予防指針に基づき、臨床診断をした時点で、感染

症法第 12 条に基づき、まず臨床診断例として直ちに福岡市保健所（℡791-7081）に連絡

の上、届出を行う。 

３ 診断においては、血清 IgM 抗体検査等の血清抗体価の測定を実施するとともに、地方衛

生研究所等でのウイルス学的検査（※）の実施のため、保健所の求めに応じて検体（咽頭

ぬぐい液、血液、尿）を提出すること。 

（※）血清 IgM 抗体は、他の疾患でも交差的に陽性となることがあることから、必ずウ

イルス遺伝子検査を実施する必要がある。また、麻しんの疫学調査において、ウイルス

のゲノム配列は極めて重要であることから、保健所は、感染症法 15 条に基づき、診断

医療機関に対し、検体の提出を求めることがある。

【報告・相談先】 

福岡市保健医療局保健所感染症対策課 

TEL  092-791-7081 

FAX 092-406-5075 



                               

 

麻しん（はしか）患者の来訪について 

 

令和８年２月２４日、東京都内で麻しん患者の発生があり、患者の行動歴を確認したところ、福岡市への

来訪がありました。周囲に感染させる可能性のある時期に、次のとおり不特定多数の方と接触した可能性が

あることが判明しましたので、お知らせします。 

 

１ 患者が利用し、不特定多数の方と接触した可能性のある施設等 

 

  ２月２０日（金曜日） 

   福岡空港 国内線旅客ターミナルビル     （１２：００頃から１２：３０頃） 

   福岡市地下鉄空港線 福岡空港駅～中洲川端駅 （１２：３０頃から１３：００頃） 

       〃     中洲川端駅～博多駅   （１４：１５頃から１５：００頃） 

  ２月２１日（土曜日） 

   福岡市地下鉄空港線 博多駅～中洲川端駅   （１０：２０頃から１０：３０頃） 

       〃     中洲川端駅～博多駅   （１２：００頃から１２：３０頃） 

       〃     博多駅～福岡空港駅   （１５：３０頃から１６：００頃） 

   福岡空港 国内線旅客ターミナルビル     （１６：００頃から１６：４５頃） 

 

※ 各施設等へのお問合せはご遠慮ください。現在、当該施設を利用しても感染の恐れはありません。 

※ 上記日時に当該施設等を利用された方は、体調に注意し、麻しんを疑う症状（別紙１）が現れた場

合、必ず事前に医療機関に連絡し、麻しんの疑いがあることを伝えた上で、受診してください。 

※ 受診の際は、公共交通機関等の利用を控え、医療機関の指示に従ってください。 

 

２ 患者概要 

※ 患者の詳細については、東京都の報道発表（別紙２）をご確認ください。 

 

≪市民のみなさまへ≫ 

 

 

 

 

 

  

年齢 性別 症状 海外渡航歴 ワクチン接種歴 発病日 

40 代 男 
発熱、発しん、咳、鼻

汁、結膜充血 
なし 不明 ２月１８日 

令和８年２月２７日 １５：００現在 

保健医療局 保健所 感染症対策課 担当：古賀、柚木  電話 ０９２－７９１－７０８１ 

麻しんは予防接種で防げる病気です。麻しんの定期予防接種（第 1期：1歳児、第２期：小学校就学

前の１年間）の対象で、未接種の方は、かかりつけ医に相談し、早めに予防接種を受けましょう。 

本情報提供は、感染症の拡大防止のために行うものであり、患者やその家族・関係者等を特定する行

為や各施設への風評被害がないよう、格段の御配慮をお願いします。 



麻しん（はしか）について 

 

○ 麻しん（はしか）は、感染力はきわめて強い感染症で、感染すると10～12日後に、発熱や咳、鼻

水といった風邪のような症状が現れ、2～4日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発疹が出現すると

言われています。 

○ 麻しんウイルスの感染により免疫が一時的に低下し、細菌やウイルス等による二次感染を受けや

すくなり、また合併症により重症化する可能性があります。 

○ 肺炎や脳炎などの重篤な合併症がみられることがあり、注意が必要です。 

 

≪感染予防とまん延防止のために≫ 

○ 麻しんは、感染力がきわめて強く、手洗いやマスクのみでの予防はできず、症状が出る前日か

ら、ヒトからヒトへ感染させると言われています。 

○ 予防接種は、自分が感染しないためだけでなく、周りの人に感染を広げないためにも有効です。 

○ 医療・教育関係者や、海外渡航を計画されている方は、麻しんの予防接種歴を確認し、明らかで

ない場合は予防接種を検討してください。 

○ 麻しんの予防接種歴がない方で、麻しんを疑う症状が現れた場合、事前に医療機関に連絡し、指

示に従って受診してください。 

  

≪麻しんの予防接種について≫ 

〇 １歳になったら１回、小学校入学前の１年間にもう１回予防接種を受けましょう。 

「生後１２月から生後２４月に至るまでの間にある者」及び「５歳以上７歳未満の者であって、

小学校就学の始期に達する日の１年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者」

は、予防接種法に基づく定期の予防接種を受けることができます。 

〇 上記以外の方で、麻しんの予防接種を希望される場合は、任意接種（費用は自己負担）を医療機

関で受けることができます。 

○ 麻しんの流行がみられる国に渡航される方は、予防接種をご検討ください。なお、海外の流行情

報は検疫所のホームページ（http://www.forth.go.jp/）で確認することができます。 

 

≪参考情報≫ 

麻しんについて（厚生労働省ホームページ）

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-

kansenshou/measles/index.html 

麻しんとは （国立健康危機管理研究機構ホームページ）  

https://id-info.jihs.go.jp/infectious-diseases/measles/detail/index.html 

別紙１ 



令和８年２月 26 日 

保 健 医 療 局 

麻しん（はしか）患者の発生について 

令和８年２月２４日（火曜日）に都内で麻しん患者（検査診断例）の発生がありました。 

管轄保健所において疫学調査を実施し、接触者の健康観察を実施しています。 

また、患者の行動歴を確認したところ、周囲に感染させる可能性のある時期に下記の公共交

通機関において不特定多数の方と接触した可能性があることが判明しましたのでお知らせし

ます。 

【患者の概要】 

性別 年齢 症状 
海外 

渡航歴 

ワクチン

接種歴 
発病日 

男性 ４０代 

発熱、咳、鼻汁、結膜充

血、コプリック斑※、発し

ん 

無 不明 ２月１８日 

※頬の粘膜（口のなかの頬の裏側）に出現する、やや隆起した１ミリメートル程度の白色の小さな斑点。

【患者が利用し、不特定多数の方と接触した可能性のある公共交通機関】 

２月２０日（金曜日） １０：００発 １２：０５着 

 日本航空 ＪＡＬ３１３便 羽田空港⇒福岡空港 

２月２１日（土曜日） １６：４５発 １８：２０着 

 日本航空 ＪＡＬ３２２便 福岡空港⇒羽田空港 

※公共交通機関へのお問い合わせは御遠慮ください。

上記日時に公共交通機関を利用された方は、体調に注意し、麻しんを疑う症状（発熱、発疹、

咳、鼻水、目の充血等）が現れた場合は、必ず事前に医療機関に連絡し、麻しんの疑いがある

ことを伝えてください。受診の際は公共交通機関の利用を控えて医療機関の指示に従って受診

してください。 

本情報提供は、感染症の拡大防止のために行うものですので、患者及び患者家族等の個人情

報については、プライバシー保護の観点から本人等が特定されることのないよう、格段の御配

意をお願いいたします。 

別紙２



＜都民の皆様へ＞ 

〇 麻しんは感染力がきわめて強い感染症で、感染すると約１０〜１２日後に発熱や咳、鼻水

といった風邪のような症状が現れ、２～３日熱が続いた後、３９℃以上の高熱と発疹が出現

すると言われています。 

 

○ 麻しんは予防接種で防げる病気であり、ワクチン接種は個人でできる有効な予防方法です。 

麻しんの定期予防接種（第１期：１歳児、第２期：小学校就学前の１年間）をまだ受けて

いない方は、かかりつけ医に相談し、早めに予防接種を受けましょう。 

 

○ 麻しんは昨年から、国内で多数報告されています。体調が悪い場合、特に発熱している方

は外出を控え、自宅等で療養してください。 

 

○ 海外に渡航し、帰国後に発熱や発疹などの麻しんを疑う症状がある場合は、かかりつけ医

または医療機関に相談してください。受診の際は、必ず事前に医療機関に麻しんの疑いがあ

ることを連絡の上、公共交通機関の利用を控えてください。 

 

  

 

 

（参考）厚生労働省リーフレット：「麻しん（はしか）」は世界で流行している感染症です。 

【出国前】 【帰国後】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（麻しんに関する基礎知識や予防接種及び相談について、詳細はこちら➡） 

【問合せ先】 

 〇患者発生に関すること 

保健医療局感染症対策部防疫課防疫担当  電話 03-5320-4088 

 

〇検査の技術的部分に関すること 

東京都健康安全研究センター微生物部  電話 03-3363-3231 

 



（参考）麻しん（はしか）とは 

１ 麻しんとは 

 麻しんは、麻しんウイルスによる感染症であり、感染症法上の五類感染症です。 

 ２０１５年には世界保健機関西太平洋事務局（WPRO）より日本は麻疹排除状態であると認定

され、近年の麻疹の発生は輸入症例を端とするものとなります。 

 世界でも、麻しんの排除（elimination）に向けて、予防接種率の向上等の麻しん対策が強化

されていますが、途上国では、いまだに５歳以下の子どもの主な死亡原因となっています。 

 

２ 原因と感染経路 

 病原体は、麻しんウイルス（measles virus）です。 

 空気感染が主たる感染経路ですが、その他に、患者の咳やくしゃみに含まれるウイルスを吸

い込むことによる「飛まつ感染」、およびウイルスが付着した手で口や鼻に触れることによる

「接触感染」もあります。 

 発症した人が周囲に感染させる期間は、症状が出現する１日前から発疹消失後４日くらいま

でとされています。なお、感染力が最も強いのは発疹出現前の期間です。 

 

３ 症状  

 感染力はきわめて強く、麻しんに対する免疫を持っていない人が、感染している人に接する

と、ほぼ１００%の人が感染します。感染しても発症しない不顕性感染はなく、全て発症しま

す。典型的には、約１０〜１２日間の潜伏期間の後、３８℃程度の発熱及びかぜ症状が２〜４

日続き、その後３９℃以上の高熱とともに発疹が出現します。主な症状は、発熱・発疹の他、

咳、鼻水、目の充血などです。 

 また、合併症として、肺炎、中耳炎、稀に、脳炎、失明等があり、肺炎や脳炎は、重症化す

ると死亡することもあります。死亡する割合も、先進国であっても１，０００人に１人と言わ

れています。一度感染して発症すると一生免疫が持続すると言われています。 

 

４ 治療 

 特別な治療法は無く対症療法が行われます。感染初期であれば、緊急ワクチン・免疫グロブ

リンの投与により発症を防止できる可能性もあります。 

 

５ 予防のポイント 

 有効な予防法は、麻しん含有ワクチン接種です。 

 予防接種法に基づく定期予防接種が計２回（１回目：１歳～２歳未満 ２回目：小学校入学

前の１年間）行われていますので、対象者の方でまだ接種が済んでいない場合は早めの接種を

お願いします。 

令和６年度接種率 第１期（１歳児）：９４．５％ 

第２期（小学校就学前の１年間）：９０．４％ 

（参考）都内における麻しん患者発生状況 

 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 

東京都 ２３ １２４ ２ ０ ０ １０ １０ ３４ ８ 

全国 ２７９ ７４４ １０ ６ ６ ２８ ４５ ２６５ ４３ 

※東京都の 2026 年は２月２６日までの届出数 

※全国の 2026 年は第７週（2026 年２月９日～２月１５日）までの累積速報値 
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